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同一労働同一賃金ガイドラインで示されている原則と具体例の整理 

【基本給について】 

（１）基本給であって労働者の能力又は経験に応じて支給するもの 

（問題とならない例） 

イ) Ａ社においては、ある能力の向上のための特殊なキャリアコースを設定している。

通常の労働者であるＸは、このキャリアコースを選択し、その結果としてその能力

を習得した。短時間労働者であるＹは、その能力を習得していない。Ａ社は、その

能力に応じた基本給をＸには支給し、Ｙには支給していない。 

ロ) Ａ社においては、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総

合職であるＸは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の

数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるＹ

の助言を受けながら、Ｙと同様の定型的な業務に従事している。Ａ社はＸに対し、

キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験

に応じることなく、Ｙに比べ基本給を高く支給している。 

ハ) Ａ社においては、同一の職場で同一の業務に従事している有期雇用労働者である

ＸとＹのうち、能力又は経験が一定の水準を満たしたＹを定期的に職務の内容及

び勤務地に変更がある通常の労働者として登用し、その後、職務の内容や勤務地に

変更があることを理由に、Ｘに比べ基本給を高く支給している。 

ニ) Ａ社においては、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるＸと短時間労

働者であるＹがいるが、ＸとＹに共通して適用される基準を設定し、就業の時間帯

や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日（以下「土日祝日」という。）か否か等の違いにより、時間当たり

の基本給に差を設けている。 

 

（問題となる例） 

基本給について、労働者の能力又は経験に応じて支給しているＡ社において、通常

の労働者であるＸが有期雇用労働者であるＹに比べて多くの経験を有することを

理由として、Ｘに対し、Ｙよりも基本給を高く支給しているが、Ｘのこれまでの経

験はＸの現在の業務に関連性を持たない。 

 

（２）基本給であって労働者の業績又は成果に応じて支給するもの 

（問題とならない例） 

イ) 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているＡ社におい

て、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるＸに対し、その販売

実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、

通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給している。 
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ロ) Ａ社においては、通常の労働者であるＸは、短時間労働者であるＹと同様の業務に

従事しているが、Ｘは生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該

目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、Ｙは、

生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成して

いない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。Ａ社は、待遇上の不利益を課

していることとの見合いに応じて、ＸにＹに比べ基本給を高く支給している。 

（問題となる例） 

基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているＡ社におい

て、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者で

あるＸについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、それを達成しない場合

には行っていない。 

 

（３）基本給であって、労働者の勤続年数に応じて支給するもの 

（問題とならない例） 

基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しているＡ社において、期間の定

めのある労働契約を更新している有期雇用労働者であるＸに対し、当初の労働契

約の開始時から通算して勤続年数を評価した上で支給している。 

（問題となる例） 

基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しているＡ社において、期間の定

めのある労働契約を更新している有期雇用労働者であるＸに対し、当初の労働契

約の開始時から通算して勤続年数を評価せず、その時点の労働契約の期間のみに

より勤続年数を評価した上で支給している。 

 

（４）昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うもの 

昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについて、通常の

労働者と同様に勤続により能力が向上した短時間・有期雇用労働者には、勤続によ

る能力の向上に応じた部分につき、通常の労働者と同一の昇給を行わなければな

らない。また、勤続による能力の向上に一定の相違がある場合においては、その相

違に応じた昇給を行わなければならない。 

 

【賞与について】 

（問題とならない例） 

イ) 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているＡ社におい

て、通常の労働者であるＸと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者

であるＹに対し、Ｘと同一の賞与を支給している。 

ロ) Ａ社においては、通常の労働者であるＸは、生産効率及び品質の目標値に対する責
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任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されてい

る。その一方で、通常の労働者であるＹや、有期雇用労働者であるＺは、生産効率

及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場

合にも、待遇上の不利益を課されていない。Ａ社は、Ｘに対しては、賞与を支給し

ているが、ＹやＺに対しては、待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範

囲内で、賞与を支給していない。 

 

（問題となる例） 

イ) 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているＡ社におい

て、通常の労働者であるＸと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者

であるＹに対し、Ｘと同一の賞与を支給していない。 

ロ) 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているＡ社におい

ては、通常の労働者には職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員

に何らかの賞与を支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない。 

 

【手当について】 

（１）役職手当であって、役職の内容に対して支給するもの 

（問題とならない例） 

イ) 役職手当について、役職の内容に対して支給しているＡ社において、通常の労働者

であるＸの役職と同一の役職名（例えば、店長）であって同一の内容（例えば、営

業時間中の店舗の適切な運営）の役職に就く有期雇用労働者であるＹに対し、同一

の役職手当を支給している。 

ロ) 役職手当について、役職の内容に対して支給しているＡ社において、通常の労働者

であるＸの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く短時間労働者で

あるＹに、所定労働時間に比例した役職手当（例えば、所定労働時間が通常の労働

者の半分の短時間労働者にあっては、通常の労働者の半分の役職手当）を支給して

いる。 

 

（問題となる例） 

役職手当について、役職の内容に対して支給しているＡ社において、通常の労働者

であるＸの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く有期雇用労働者

であるＹに、Ｘに比べ役職手当を低く支給している。 

 

（２）業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当 

通常の労働者と同一の危険度又は作業環境の業務に従事する短時間・有期雇用労

働者には、通常の労働者と同一の特殊作業手当を支給しなければならない。 
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（３）交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当 

（問題とならない例） 

イ) Ａ社においては、通常の労働者か短時間・有期雇用労働者かの別を問わず、就業す

る時間帯又は曜日を特定して就業する労働者には労働者の採用が難しい早朝若し

くは深夜又は土日祝日に就業する場合に時給に上乗せして特殊勤務手当を支給す

るが、それ以外の労働者には時給に上乗せして特殊勤務手当を支給していない。 

ロ) Ａ社においては、通常の労働者であるＸについては、入社に当たり、交替制勤務に

従事することは必ずしも確定しておらず、業務の繁閑等生産の都合に応じて通常

勤務又は交替制勤務のいずれにも従事する可能性があり、交替制勤務に従事した

場合に限り特殊勤務手当が支給されている。短時間労働者であるＹについては、採

用に当たり、交替制勤務に従事することを明確にし、かつ、基本給に、通常の労働

者に支給される特殊勤務手当と同一の交替制勤務の負荷分を盛り込み、通常勤務

のみに従事する短時間労働者に比べ基本給を高く支給している。Ａ社はＸには特

殊勤務手当を支給しているが、Ｙには支給していない。 

 

（４）精皆勤手当 

（問題とならない例） 

Ａ社においては、考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、そのことを待

遇に反映する通常の労働者であるＸには、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤

手当を支給しているが、考課上、欠勤についてマイナス査定を行っていない有期雇

用労働者であるＹには、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、

精皆勤手当を支給していない。 

 

（５）時間外労働に対して支給される手当 

通常の労働者の所定労働時間を超えて、通常の労働者と同一の時間外労働を行っ

た短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者の所定労働時間を超えた時間につき、

通常の労働者と同一の割増率等で、時間外労働に対して支給される手当を支給し

なければならない。 

 

（６）深夜労働又は休日労働に対して支給される手当 

（問題とならない例） 

Ａ社においては、通常の労働者であるＸと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働

又は休日労働を行った短時間労働者であるＹに、同一の深夜労働又は休日労働に対

して支給される手当を支給している。 

（問題となる例） 

Ａ社においては、通常の労働者であるＸと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働
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又は休日労働を行った短時間労働者であるＹに、深夜労働又は休日労働以外の労働

時間が短いことから、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当の単価を通常

の労働者より低く設定している。 

 

（７）通勤手当及び出張旅費 

（問題とならない例） 

イ) Ａ社においては、本社の採用である労働者に対しては、交通費実費の全額に相当す

る通勤手当を支給しているが、それぞれの店舗の採用である労働者に対しては、当

該店舗の近隣から通うことができる交通費に相当する額に通勤手当の上限を設定し

て当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給しているところ、店舗採用の短時間労働

者であるＸが、その後、本人の都合で通勤手当の上限の額では通うことができない

ところへ転居してなお通い続けている場合には、当該上限の額の範囲内で通勤手当

を支給している。 

ロ) Ａ社においては、通勤手当について、所定労働日数が多い（例えば、週４日以上）

通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者には、月額の定期券の金額に相当する額

を支給しているが、所定労働日数が少ない（例えば、週３日以下）又は出勤日数が

変動する短時間・有期雇用労働者には、日額の交通費に相当する額を支給している。 

 

（８）労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助とし

て支給される食事手当 

（問題とならない例） 

Ａ社においては、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がある通常の労働者

であるＸに支給している食事手当を、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間

がない（例えば、午後２時から午後５時までの勤務）短時間労働者であるＹには支

給していない。 

（問題となる例） 

Ａ社においては、通常の労働者であるＸには、有期雇用労働者であるＹに比べ、食

事手当を高く支給している。 

 

（９）単身赴任手当 

通常の労働者と同一の支給要件を満たす短時間・有期雇用労働者には、通常の労働

者と同一の単身赴任手当を支給しなければならない。 

 

（10）特定の地域で働く労働者に対する補償として支給される地域手当 

（問題とならない例） 

Ａ社においては、通常の労働者であるＸについては、全国一律の基本給の体系を適
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用し、転勤があることから、地域の物価等を勘案した地域手当を支給しているが、

一方で、有期雇用労働者であるＹと短時間労働者であるＺについては、それぞれの

地域で採用し、それぞれの地域で基本給を設定しており、その中で地域の物価が基

本給に盛り込まれているため、地域手当を支給していない。 

（問題となる例） 

Ａ社においては、通常の労働者であるＸと有期雇用労働者であるＹにはいずれも全

国一律の基本給の体系を適用しており、かつ、いずれも転勤があるにもかかわらず、

Ｙには地域手当を支給していない。 

 

【福利厚生について】 

（１）福利厚生施設（給食施設、休憩室及び更衣室） 

通常の労働者と同一の事業所で働く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と

同一の福利厚生施設の利用を認めなければならない。 

 

（２）転勤者用社宅 

通常の労働者と同一の支給要件（例えば、転勤の有無、扶養家族の有無、住宅の賃

貸又は収入の額）を満たす短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の転

勤者用社宅の利用を認めなければならない。 

 

（３）慶弔休暇並びに健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する

場合の当該受診時間に係る給与（有給）の保障 

（問題とならない例） 

Ａ社においては、通常の労働者であるＸと同様の出勤日が設定されている短時間労

働者であるＹに対しては、通常の労働者と同様に慶弔休暇を付与しているが、週２

日の勤務の短時間労働者であるＺに対しては、勤務日の振替での対応を基本としつ

つ、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している。 

 

（４）病気休職 

短時間労働者（有期雇用労働者である場合を除く。）には、通常の労働者と同一の病気

休職の取得を認めなければならない。また、有期雇用労働者にも、労働契約が終了する

までの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない。 

（問題とならない例） 

Ａ社においては、労働契約の期間が１年である有期雇用労働者であるＸについて、病

気休職の期間は労働契約の期間が終了する日までとしている。 
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（５）法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇（慶弔休暇を除く。）であって、勤続期間

に応じて取得を認めているもの 

法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇（慶弔休暇を除く。）であって、勤続期間に

応じて取得を認めているものについて、通常の労働者と同一の勤続期間である短時間・

有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休

暇（慶弔休暇を除く。）を付与しなければならない。なお、期間の定めのある労働契約

を更新している場合には、当初の労働契約の開始時から通算して勤続期間を評価する

ことを要する。 

（問題とならない例） 

Ａ社においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、業務に従事し

た時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることから、通常の労

働者であるＸに対しては、勤続 10 年で３日、20 年で５日、30 年で７日の休暇を付

与しており、短時間労働者であるＹに対しては、所定労働時間に比例した日数を付与

している。 

 

【その他】 

（１）教育訓練で現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するもの 

教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施す

るものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、

通常の労働者と同一の教育訓練を実施しなければならない。また、職務の内容に一定の

相違がある場合においては、その相違に応じた教育訓練を実施しなければならない。 

 

（２）安全管理に関する措置及び給付 

通常の労働者と同一の業務環境に置かれている短時間・有期雇用労働者には、通常の労

働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければならない。 


